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平成 28年度事業報告書 

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで 

特定非営利活動法人メリジャパン 

 

Ⅰ：特定非営利活動に係る活動 

１．キャダバーセミナーの開催 

   名古屋市立大学の「先端医療技術イノベーションセンター」にて、大学からの運営委託として 2

回開催した。 

   概要は以下のとおり。 

    セミナー名  脊椎MIS Cadaver seminar-XLIFコース-（共通） 

開催日    1回目 平成 29年 2月 3/4日 

              2回目 平成 29年 2月 17/18日 

  プログラム  既報により記述略。   

結果      アンケートのまとめに記す。(資料－１－２) 

  

２．広報活動の実施 

１）公開講座の開催 

    今年度の開催はなし。 

 

２）広報誌（ニュースレター）の発行・パンフレット類の刷新 

ニュースレターの発行は以下のとおり。 

 1回目 

発行日  平成 28年 4月 18日 

 記事      公益社団法人日本口腔外科学会理事長栗田賢一先生のインタビュー。 

      詳しくはニュースレターVOL:10に掲載する。 

         2回目 

発行日  平成 29年 3月 31日 

      記事   平成 29 年 1 月 12 日に名古屋市立大学の先端医療技術イノベーションセンター

の内覧会を取材。 

           詳しくはニュースレターVOL:11に掲載する。 

 

３）ホームページの更新 

   ホームページの更新は以下のとおり。 

更 新 日 更 新 内 容 

平成 28年 4月 1日 中日新聞掲載記事についてのお知らせ 

平成 28年 4月 18日 ニュースレターVOL:10の発行についてのお知らせ 

平成 29年 1月 6日 キャダバーセミナー開催案内についてのお知らせ 

その他に、平成 27年度までの事業報告および決算書を掲載した。 
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４）学会等での講演（キャダバートレーニング関連） 

 平成 28年 11月 11日に、第 22回日本最小侵襲整形外科学会において、植木理事が「古

屋市立大学における cadaver training実施拠点の開設と、今後の安全な実施普及に向

けた課題」と題した講演を行う。 

 平成 28年 11月 24日に、第 19回日本低侵襲脊椎外科学会シンポジウムにおいて蜂谷常務

理事が、「低侵襲脊椎外科手術習得を目的とした本邦での cadaver trainingの効果」と題

して講演を行う。 

 平成 29年 2月 26日に、第 8回日本MISt研究会において、佐藤理事が「日本MIStの成

り立ちから MISt の展望 / MISt における透視画像と新技術フラットパネル」と題した講

演を行い、名古屋市立大学先端医療技術イノベーションセンターでのキャダバートレーニ

ングについての紹介を行う。 

 平成 29年 3月 26日に、第 7回中部MISt研究会において、加集が「MIStにおけるご遺

体でのサージカルトレーニングの有用性」と題した発表を行う。 

 

３．会員募集活動の実施 

平成 29年 3月 31日現在の会員数は以下のとおり。 

会員資格 会員数（名・社） 

正会員（個人） 32 

正会員（法人） 7 

賛助会員（個人） 9 

賛助会員（法人） 4 

合計 52 

昨年度末会員数 49 

今年度増減数 +3 

    ※賛助会員 1名退会 

 

今年度の新入会者は下記のとおり。 

会員資格 名前 所 属 入会日 

正 河村 春生 県北医療センター H28.4.7 

正 栗田 賢一 愛知学院大学 H28.5.17 

正（法人） (株)インテグラル  H28.7.5 

賛助 村田 英明 シムラ病院（広島） H29.2.7 

新会員募集活動の経過概要は以下のとおり。 

・平成 29年 2月に名古屋市立大学で開催したキャダバーセミナーの参加者 12名に、メリジャ

パン紹介資料および入会申込書等を渡す。 

 

４．日本組織移植学会事務業務(受託事業) 

・4月より受託事業の JSTT事務業務を行う。 

・契約額変更が学会理事会で承認され、平成 29年度の契約額は 570,000円となる。平成 28年度

は 374,000円で、196,000円の増額である。 
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５．その他 

１）ワンコイン募金の申し込みについて 

申込者  2名 

今年度募金額   ￥ 12,500- 

累計募金額   ￥172,300- 

 

２）定款変更 

     平成 28年 8月 30日に定款変更（目的及び事業の変更）の認証を取得する。 

同年 9月 12日付けで定款第 7版を発行する。 

 

Ⅱ：その他の事業に係る事業 

今年度は実施せず。 

 

以上 


